
公 募 公 告 

 

令和８年度福井県・ドイツ高校生国際交流事業に係る業務について、企画提案書の提出を求めるので、

次のとおり公告する。 

 

令和８年５月１８日 

福井県知事 石田 嵩人  

 

１ 目 的 

  本県が友好提携しているドイツ・ハールブルク郡ヴィンゼン市に本県高校生を派遣し、共同学習や、

ホームステイによる生活体験学習をとおして、友好交流の促進と将来グローバル社会で活躍できる人

材の育成を図る。そのため、優れた知識、技術等を有する事業者をプロポーザル（企画提案）方式に

より募集し、決定する。 

 

２ 企画提案書の提出を求める事項 

（１）企画提案書の提出を求める業務（以下「本業務」という。）の名称 

   福井県・ドイツ高校生国際交流事業 

（２）業務の内容 

   令和８年度福井県・ドイツ高校生国際交流事業に係る業務仕様書（別紙）（以下、「仕様書」とい

う。）のとおり 

（３）履行期間  契約締結日から令和８年１２月３１日（木）まで 

（４）提案上限金額 生徒一人当たり５５０，０００円（税込）を上限とする 

          引率者一人当たり７７０，０００円（税込）を上限とする 

 

３ 参加資格 

入札に参加することができる者は、福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条 

に基づき知事が定める一般競争入札参加者の資格（物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者 

の資格等（昭和４２年福井県告示第２７号）により競争入札参加資格者名簿に登載された者に限る。） 

を有する者で、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でないこと。 

（２）入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法（平 

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（４）当該入札に併せて行われる事前審査により、当該入札に係る業務を履行する能力を有すると認め 

られる者であること。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは 

常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当 

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい 

う。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 



ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 

をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接 

的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）国税および福井県税を滞納していない者であること。 

 

４ 参加資格の認定手続き等 

 企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、参加資格の認定を受けなければならない。 

（１）提出書類 

    参加申込書（様式１）に次の書類を添付し、提出すること。 

 ア 法人税、消費税および地方消費税に滞納がない旨の納税証明書 

 イ 福井県税の滞納がない旨の納税証明書 

※イについては、下記ＨＰを参考の上、福井県税事務所に申請し、公募公告に記載の参加申込 

書受付期間内に交付されたものを提出すること。 

「福井県 納税証明書交付請求について」 

ＵＲＬ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/nouzei/shoumei.html 

なお、納税証明書交付請求書様式の「使用目的」は、「(9)その他」を選び「プロポーザル

参加の資格審査の申請」と記載すること。納税証明書の「提出先」は「福井県教育庁」とす

ること。 

（２）受付期間 

   令和８年５月１８日（月）から令和８年５月２９日（金）９時から１７時の間 

（３）提出方法 

    持参、郵送にて提出すること。持参の場合は、日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（以下、「祝日」という。）を除く、９時から１７

時の間に限る。 

   なお、郵送による場合は、書類の収受に争いが生じないよう配達記録の残る簡易書留郵便を利用

し、令和８年５月２９日（金）１７時までに必着とする。 

   また、提出後における申込書の変更は認めない。 

（４）提出先 

    〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１   

福井県教育庁高校教育課 担当：家根谷 直登 

TEL 0776-20-0295  

 

５ 本業務に関する質問事項 

本業務に関する質問事項については、令和８年５月２９日（金）１７時までに質問書（様式２）を

電子メールにより提出すること。質問に対する回答は、令和８年６月３日（水）に電子メールにより

参加者全員に対して行う。 

  質問書（様式２）送信先  

福井県教育庁高校教育課 担当：家根谷 直登 

E-mail n-yaneya-r6@pref.fukui.lg.jp 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/nouzei/shoumei.html


６ 参加資格の結果通知 

  参加資格要件を審査し、その結果を令和８年６月３日（水）に書面にて通知する。参加申込書を提

出した者のうち、参加資格要件を満たさなかった者に対しては、満たさなかった旨および満たさない

と判断した理由を書面により通知する。 

 

７ 企画提案書の提出 

   参加資格を有すると認められた者は、次により企画提案書を提出すること。 

（１）提出書類および提出部数 

仕様書を参照の上、以下の５項目を記載した企画提案書を正本１部、副本６部提出 

（様式任意） 

①移動日程・手段、活動日程 ②緊急時の連絡体制・安全管理 

③現地での安全性、利便性、バックア

ップ体制 

④見積書（生徒分・引率者分） 

⑤同様の事業の取扱実績 

（２）提出方法 

   持参または郵送により提出すること。日曜日、土曜日および祝日を除く。 

   なお、持参の場合は、９時から１７時の間とし、郵送による場合は、簡易書留郵便を利用するこ

と。 

（３）提出期限 

   令和８年６月１１日（木）１７時までとする。（必着） 

   なお、提出後における企画提案書の追加・変更は認めない。 

 

８ 審査会 

（１）日時 令和８年６月１９日（金）１３：３０～ 

      詳細については、企画提案書を提出した者に別途通知する。 

（２）実施方法 プレゼンテーション １５分以内 

        質疑応答 ５分以内 

（３）その他  説明は紙媒体で提出された企画提案書のみを用いるものとする。 

 

９ 審査および契約先候補者の選定 

（１）契約先候補者の選定に際し審査する事項 

下記の評価項目に従い、評価を行う。 

①移動日程・手段、活動日程 

 ・参加者の安全と体調を考慮し、著しく早朝あるいは深夜の移動とならないように考慮され

ているか。 

②緊急時の連絡体制・安全管理 

 ・現地のトラブルに対応できるようになっているか。 

③現地での安全性、利便性、バックアップ体制 

 ・引率教員が滞在する場所が安全であり、かつ生徒の訪問先に視察に行くうえで容易に移動

できる場所であるか。 

 ・現地でのバックアップ体制は十分であるか。 

④見積書（生徒分・引率者分）  



 ・予算内で運営できるか。適切な旅行保険代金を見積もっているか。（引率者分について） 

⑤同様の事業の取扱実績 

 ・過去に同様の実績があるか。 

 

（２）契約先候補者の選定方法 

提出書類および提案者によるプレゼンテーション内容の審査を行い、企画提案の内容、事業の実

施能力等を評価、採点し、審議の上、最も優れた提案者を選定する。 

（３）契約先候補者の選定時期 

   審査会を実施した日から１４日以内に選定結果を書面にて通知する。 

     

１０ 契約の締結 

審査の結果、選定された契約先候補者と企画提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、契

約における仕様、金額等の内容を定め、福井県財務規則に基づいて契約を締結する。 

したがって、契約先候補者の決定をもって企画提案書に記載された全内容を承認するものではな

い。 

 

１１ 本業務に関する仕様書等の交付 

（１）交付場所 

福井県教育庁高校教育課ホームページに掲載し、交付することとする。 

ＵＲＬ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/eigokyouiku/doitsukokusaikouryu.html 

 （２）交付期間 

   令和８年５月１８日（月）から令和８年５月２９日（金）９時から１７時の間 

 

１２ 企画提案書等の情報公開 

企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）の名称、審査結果概要等の情報を公開する

場合があることを了知の上で応募すること。 

 

１３ その他 

（１）企画提案に係る経費は全て提案者の負担とする。 

（２）提出された書類は一切返却しない。 

（３）本プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザルで知り得た内容について、無断で使用して

はならない。 

（４）２案以上の企画提案をした場合は、失格とする。また、法令違反など本業務運営に関して著しく

不適当な場合等についても、失格とすることがある。 

（５）提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製することがある。 

（６）その他、不明な点については、下記担当に照会すること。 

 

１４ 問合せ先 

福井県教育庁高校教育課 探究・進路支援グループ 

   担 当：家根谷 直登 

   住 所：〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７番１号 

   電 話：０７７６－２０－０２９５ 

   E-mail：n-yaneya-r6@pref.fukui.lg.jp（家根谷） 


